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若年低リスク症例に対する TAVR の適応拡大に関するステートメント 

 

 

近年施行された SVAR 低リスク症例に対する RCT における TAVR の有用性の報告を受け、低

リスク症例に対する TAVR の適応拡大が 2019 年に欧米当局により承認されました。また、本

邦においてもこの度厚生労働省より低リスク症例に対する TAVR 適応拡大の承認がなされま

したが、当協議会では特に若年低リスク症例に対する TAVR の適正使用について下記の項目

を十分に考慮されるよう提言いたします。 

 

１）生体弁の耐久性に関して、SAVR 弁では 10 年以上の追跡データにて比較的良好な耐久性

が示されている一方、TAVR 弁については遠隔期耐久性に関するデータは限定的であり、

10 年以上の耐久性は明らかではありません。 

２）TAVR 後に生体弁機能不全をきたした際、TAVR 弁に対する valve-in-valve(TAV-in-TAV)

が治療選択肢の一つとなりますが、TAV-in-TAV は現在本邦において保険承認されており

ません。 

３）TAV-in-TAV では先行留置された TAVR 弁の弁葉が開放位に固定されるため、自己大動

脈弁へのTAVRに比し冠動脈閉塞のリスクが高くなることから、解剖学的にTAV-in-TAV

を適応しえない場合があります。 

４）１）―３）に示す項目を含め、弁膜症治療のガイドライン 1)に準拠して SAVR/TAVR の適

応を検討することが推奨されますが、特に低リスク症例においては心臓血管外科医・循環

器内科医を含むハートチームにてこれまで以上の検討を行い、TAVR 治療が最善と判断さ

れた患者を対象とする治療となります。 

５）本治療の有効性及び安全性の適正な評価においては、追跡調査による継続的なデータ解析

が重要となります故、JTVT データベースへの確実なデータ入力に関して一層のご協力を

お願い申し上げます。 
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